
「山口県ひとり親家庭等自立促進計画」について 
 

 

１ 策定趣旨 

  国の基本方針（母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関

する基本的な方針）の見直しを踏まえ、「山口県母子家庭等自立促進計画」

を見直し、今後の母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上に向けた諸施策を

総合的に推進するための基本指針となる計画（改定版）を策定した。 
 

 H20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
 
[国]   旧基本方針(H20～H26、7年間)        改定基本方針(H27～H31、5年間) 
 

    ※H25.3 に対象期間を見直し、終期を 2 年延長      ※H27.10 改定 
 
[県]  母子家庭等自立促進計画(H20～H27、※3年延長あり）    改定計画 H28～H31 
 

 
２ 位置づけ 
  「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく都道府県計画（努力義務） 
 

３ 計画期間 

  平成２８年度～平成３１年度（４年間） 
※国の基本方針及び関連する県計画の「やまぐち子ども・子育て応援プラン」、 

「子どもの貧困対策推進計画」の終期と合せる。 
 
４ 名 称 

「山口県ひとり親家庭等自立促進計画」に改める。 

※「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の一部改正（H26.10月）により、父子が 

明記されたため 
 

５ 計画改定の基本的な考え方 

 旧計画の５つの施策体系を継承することとし、本県のひとり親家庭等の 

現状や課題を踏まえ、国の基本方針で示された都道府県が講ずべき措置や昨 

年７月に策定した「子どもの貧困対策推進計画」に記載のある関連する取組 

について本計画に位置付け、総合的・計画的に施策を推進する。 
 
６ 母子家庭等の現状（Ｈ24年度山口県母子・父子世帯等実態調査）  

○母子世帯は増加し、父子世帯は減少。 

区 分 H19年度 H24年度 増加率 全国増加率 

母子世帯数  16,128  18,044   11.9%   7.6% 

父子世帯数   2,873   2,520 △12.3% △7.5% 

世帯総数 599,862 601,583   0.3%  3.4% 

※全国増加率は H18年度→H23年度 
 
○母子世帯は年収 300万未満が 7割以上で平均年収も 243万円と少額。 

区 分 300万円未満 400万円未満 平均年収 全国平均年収 

母子世帯 73.0%(76.0%) 84.2%(84.5%) 243万円(226万円) 291万円(213万円) 

父子世帯 35.2%(28.0%) 52.3%(44.9%) 401万円(441万円) 455万円(421万円) 

※( )内は H19年度。 全国平均年収は H23年度(H18年度)。 
全国平均は、生活保護法に基づく給付を含む。 

資料３ 



○母子・父子世帯ともに 9割程度就業しているが、母子世帯は正規雇用が４割程度。 

区 分 就業あり うち正規雇用 うちパート等 仕事なし 

母子世帯 87.8%(88.2%) 42.7%(39.0%) 29.7%(33.8%) 11.4％(10.1%) 

父子世帯 91.3%(91.3%) 63.6%(64.0%) 4.0%(2.6%) 7.4%(6.5%) 

                       ※( )内は H19年度 
 
○行政への要望は各種年金・手当の充実や医療費助成など経済的な支援が多い。 

区 分 各種年金・手当の充実 医療費助成の充実 公営住宅の優先入所 

母子世帯 48.0%(51.8%) 34.2%(31.0%) 13.1%(16.8%) 

父子世帯 54.9%(47.5%) 46.2%(37.6%) 8.8%(8.1%) 

                       ※( )内は H19年度 
 

７ 施策体系と主な取組  
○相談機能の強化 

 相談・情報提供機能の強化    拡 総合的な相談窓口の充実 
                            新 生活困窮者自立支援制度による支援 

○情報提供の充実 
○養育費確保に向けた支援 

 
○就業・自立支援センター等による支援 
拡 母子・父子自立支援プログラムの策定 

 就業による自立の促進      ○就業に向けた能力開発・就業機会の創出 
                      新 高等職業訓練促進資金の貸付 

新 学び直しの支援 
○国の施策との連携強化 

 
○生活支援サービスの充実 

 生活支援策の推進        ○生活の場の確保 
新 民間賃貸住宅への入居支援 
新 子どもの居場所づくりの促進 
○経済的支援の充実 
拡 児童扶養手当の充実 
拡 ひとり親世帯の保育料の軽減 

  
○母子保健・小児医療等の充実 

 子育て支援の充実        ○子育てに関する相談機能の充実 
新 訪問型家庭教育支援体制の構築 
○多様な保育サービスの充実 
○児童の健全育成 
新 子どもの学習支援 
 
○身近な地域での支援の促進 

地域における協働の推進      ○母子父子福祉団体に対する支援の拡充 
○ひとり親家庭等の地域活動への参加促進 

 


